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（第２回調査検討委員会提出資料１－１）

世界の牛海綿状脳症（ＢＳＥ）の発生状況と主要各国及び我が国の対応について

年 主な出来事 英 国 Ｅ Ｕ 仏 独 スイス 米 国 豪 州

１９８５ ・英国でＢＳＥの第１症 ・１９６６年から、動物に由
以前 例の臨床症状確認（１９ 来する家畜飼料について、Ｎ

８５年） Ｚ以外の国からの輸入を禁止

１９８６ ・英国内で初めて確認

１１月

１９８７ ・英国において、ＢＳＥ
感染脳に異常プリオンを

１０月 見つけ、ＢＳＥはプリオ
ン病であるとした。

１９８８ ・ＯＩＥ総会において、 ・生きた牛について、英国及
英国政府より、新疾病と びアイルランドからの輸入を

５月 してＢＳＥの発生を報告 禁止 ※

・届出の義務化 ・輸入した牛が生存している
６月 場合、検疫サーベイランスの

下に置き、動物や人間の食物
連鎖に入り込まないようにし
た。 ※

・反すう動物由来のたん白質 ・
について、反すう動物への飼

７月 料としての販売・供給・使用
を禁止

・英国でＢＳＥ牛の脳の
１０月 脳内接種でマウスが感染

・ＢＳＥを人畜共通伝染病に
１１月 指定

１９８９ ・１９８８年７月１８日以前 ・子牛の肉及び内臓につい ・生きた反すう動物とその製
（ 、 ）に生まれた牛及びＢＳＥ感染 て、英国からの輸入を禁止 品 肉 肉製品及び肉骨粉等

又は疑いがある牛の子につい について、英国及びＢＳＥ発
７月 て、英国から加盟国への輸出 ・肉骨粉について、飼料と 生国から輸入を禁止（輸入許

を禁止 しての英国からの輸入を停 可書の不発給による。なお、
止 輸入禁止規則発効は、９１年

１２月）

・１９８８年７月１８日以
前に生まれた牛及びＢＳＥ
感染又は疑いがある牛の子
について、輸入を禁止

８月
・肉骨粉について、反すう
動物用飼料としての英国か
らの輸入を禁止
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年 主な出来事 英 国 Ｅ Ｕ 仏 独 スイス 米 国 豪 州

・ (英国でと殺された６SBO
ヶ月齢以上の牛の特定臓器
（脳、脊髄、胸腺、腸（十二

１１月 指腸以下 、脾臓、扁桃）)）
について、食用のための販売
を禁止

１９９０ ・英国でＢＳＥ脳接種で ・肉骨粉について、動物用 ・ＢＳＥを確認するための牛
２月 牛感染、経口でマウス感 飼料としての英国からの輸 の脳の検査を含むサーベイラ

染が確認 入を禁止 ンスプログラムを開始 ※

（ 、・英国から輸出される牛の年 ・牛のいくつかの組織 脳
３月 齢を６ヶ月未満に制限（ただ 脊髄、胸腺、扁桃、脾臓、

し、６ヶ月齢になる前にと殺 腸）について、食用として
されなければならない） 英国からの輸入を禁止

・ＥＵが届出疾病に規定

・と殺時に６ヶ月齢以上の牛
４月 由来の脳、脊髄、胸腺、腸、

脾臓、扁桃について、英国か
ら他の加盟国への輸出を禁止

・と畜前検査等の結果、神経
疾患その他ＢＳＥを疑う兆候

５月 の認められた牛について、脳
の検査を行う「アクティブサ
ーベイランスプログラム」を
開始

・英国から輸入される牛の ・生きた牛について、英国 ・生きた牛、牛肉、牛肉由来 ・獣医師、生産者、研究所の
年齢を６ヶ月未満に制限 た からの輸入を禁止 副産物及び肉骨粉について、 病性鑑定担当者等に対し、Ｂ（

６月 だし、６ヶ月齢になる前に 英国からの輸入を禁止 ＳＥの臨床症状や診断に関す
と殺されなければならない る研修を開始）

・家畜伝染病に指定し届出
を義務付け

・家畜衛生措置を実施

・動物由来たん白質（乳、
卵、魚からのものを除く）

７月 について、牛の飼料として
使用することを禁止

・ＳＢＯ及びＳＢＯを含む飼
料又はＳＢＯ由来のたん白質

９月 を含む飼料について、すべて
の動物の飼料としての販売・
供給・使用を禁止

・ＳＢＯ又はＳＢＯ由来のた
ん白質を含む飼料の他の加盟
国への輸出を許可制

１０月 ・ＯＩＥ会議でサーベイ
ランスを推奨
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年 主な出来事 英 国 Ｅ Ｕ 仏 独 スイス 米 国 豪 州

・スイス（国内牛）で初 ・ＥＣ指令（ ）で ・６ヶ月齢を超える牛の脳、90/667/EEC
１１月 めて確認 畜産物残さの処理基準を決定 眼、脊髄、脾臓、胸腺、腸、

（最低 ℃ 分、 気圧) 肉眼で確認できるリンパ及び133 20 3
、 、神経組織 リンパ節について

食用として利用を禁止

・ＢＳＥの兆候を呈してい ・ＢＳＥを届出対象とし、サ
る牛の検出や病気の進行を ーベイランスを実施
追跡するため臨床疫学サー

１２月 ベイランス全国ネットワー ・ＢＳＥを疑う動物につい
クを構築 て、と殺及び脳の検査を実施

・感染した動物の死体の焼
却、感染した動物から得られ
た精液、未受精卵及び受精卵
について、廃棄

・感染もしくは感染を疑う牛
から得られた牛乳について、
販売を禁止

・感染牛の産子について、入
れ墨の実施及び輸出を禁止

・反すう動物への肉骨粉の給
餌を禁止

・肉骨粉については、飼料と
して、スイスの基準に従って
製造する供給者のみから輸入

１９９１ ・生きた牛の輸入制限をフラ
ンス及びスイスを含むよう拡
大 ※

２月

４月

・フランス（国内牛）で ・ＢＳＥを動物伝染病予防
初めて確認 法に基づく届出義務伝染病

５月 に指定

・ＢＯ（英国で死んだ又はと
殺された６ヶ月齢以上の牛の
臓器 脳 脊髄 胸腺 腸 十（ 、 、 、 （

７月 二指腸以下 、脾臓、扁桃 ）） ）
及びＢＯ由来たん白質を含む
飼料について、第三国への輸
出を規制

９月
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年 主な出来事 英 国 Ｅ Ｕ 仏 独 スイス 米 国 豪 州

・ＷＨＯが「感染症の有 ・ＳＢＯ由来肉骨粉につい
効な減少または除去方法 て、肥料への使用を規制」
を報告（ ℃～ ℃134 138

１１月 １８分間の蒸気滅菌又は
℃１時間の高圧蒸気 ・ＳＢＯ由来たん白質の農場132
滅菌等） からの移動を規制

１９９２ ・畜産副産物について、高
危険部位と低危険部位に分

２月 類するとともに、処理方法
を規制

・英国での発生ピーク
（３万７千頭）

３月 ・ドイツで輸入牛で初め
て確認（ＯＩＥへの通知
は９４年１月）

・ＢＳＥの疑いがある牛の受
精卵について、ＥＵ域内貿易

５月 を禁止

・デンマークで輸入牛で
初めて確認

７月

９月

１９９３ ・危険性の高い畜産残さにつ ・サーベイランスの対象をと
いて、１３３℃、２０分、３ 畜前に死んだ牛等（死廃用牛
気圧で処理（それ以前は１２ 又は起立不能の牛）まで拡大
０℃、３０分あるいは１３０
℃、２０分）

２月
・危険性の高い畜産残さ及び
反すう動物の残さについて、
認定した供給者により１３３
℃、２０分、３気圧で処理さ
れたもののみ輸入

・マーストリヒト条約発
１１月 効（ＥＵ誕生）
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年 主な出来事 英 国 Ｅ Ｕ 仏 独 スイス 米 国 豪 州

１９９４ ・新技術（免疫組織化学的検
査法）を導入し、サーベイラ
ンスを拡大 ※

２月

・ほ乳動物由来たん白質（非
反すう動物由来のものを分別

６月 した場合を除く）について、
反すう動物への飼料としての
給与を禁止

・英国は、家畜や公衆の健康 ・６ヶ月齢以上の英国産牛
への全てのリスクを避ける方 について、と殺の義務を解

７月 法で６ヶ月齢以上の牛の脳、 除
骨髄、胸腺、扁桃、脾臓、腸
が除去し処分されるよう適切
な措置を実施する

・ が発生した国においBSE
て、飼養又はと殺された牛の

８月 特定危険部位を含んでいない
健康補助食品や化粧品を製造
・輸入するよう勧告

・イタリアで輸入牛で初 ・２ヶ月齢以下で死亡したも
めて確認 のを除き、全ての牛の胸腺及

１１月 び腸について、ＳＢＯに追加

・全てのほ乳類のＳＢＯを反
すう動物飼料への使用禁止

・動物由来たん白質（乳、
卵、魚からのものを除く）

１２月 について、使用禁止の対象
を反すう動物に拡大

１９９５

３月

・ＷＨＯが 「ＢＳＥと、
スクレイピーの不活化処

134５月 理」について報告（
℃～ ℃６０分の高圧146
蒸気滅菌）

１９９６ ・英国政府諮問機関によ ・ほ乳動物由来の肉骨粉飼料 ・英国からの生体牛 牛精液 ・英国からの牛の輸入の禁 ・牛肉生産者団体、牛乳生産、 、
るＢＳＥと変異型ＣＪＤ について、販売及び全ての家 受精卵、肉、肉骨粉等につい 止 者団体、めん羊の団体、獣医

３月 の関連性の可能性を発表 畜、魚、馬類への給与を禁止 て、加盟国及び第三国への輸 学会、獣医系大学の連合会等
出を禁止 ・英国から既に輸入された が、反すう動物由来たん白質

子牛を焼却処分するため移 について、反すう動物への給
動禁止 与の自主的禁止を勧告
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年 主な出来事 英 国 Ｅ Ｕ 仏 独 スイス 米 国 豪 州

・ ヒトおよび動物の伝 ・ほ乳動物由来の肉骨粉及び ・汚染された肉骨粉を食べ ・英国産牛肉及び牛肉製品を「
達性海綿状脳症に関連し ほ乳動物由来の肉骨粉由来物 たおそれのある牛の特定危 含む特定製品について、輸入
た公衆衛生の問題に関す 質あるいは、ほ乳動物由来の 険部位を食用及び飼料から を禁止 ※

４月 るＷＨＯ専門家会議」が 肉骨粉を含む物質について、 の除去（特定危険部位は焼
勧告を公表 農業用肥料としての使用を禁 却される）

止

・牛の頭蓋の中の脳、脊髄、 ・畜産業界が、反すう動物由
眼及び扁桃並びに死体全体に 来の肉骨粉について、反すう
ついて、焼却 動物への給与を自主的に禁止

５月
・１２ヶ月齢を超える牛の頭
蓋の中の脳、脊髄、眼及び扁
桃並び死体を使用していない
肉骨粉のみ輸入

・特定危険部位（反すう動
物の脳、脊髄、眼）につい
て、食用及び家畜飼料から

６月 の除去並びに焼却処分

・全ての種の動物の死体に
ついて、焼却を義務付け

・と殺時に３０ヶ月齢以下で
７月 あることが証明されない限

り、１９９６年３月２９日以
降にと殺された牛の肉を人の
消費向けに販売することを禁
止
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年 主な出来事 英 国 Ｅ Ｕ 仏 独 スイス 米 国 豪 州

・ＢＳＥ感染牛が生んだ子に
９月 ついて、全てを処分

・９０年１２月１日より前に
生まれた牛にＢＳＥが発生し
た場合、その群れの全ての牛

１２月 のうち、９０年１２月１日以
前に生まれた全ての牛を処分

・９０年１２月１日以降に生
まれた牛にＢＳＥが発生した
場合、その群れの全ての牛を
処分

・生きた牛及び小反すう動物
について、肉骨粉の反すう動
物への給与を禁止している国
からのみ輸入

・牛肉を使った製品につい
て、特定危険部位の使用が禁
止あるいは特別な保証がなさ
れている国からのみ輸入

１９９７

２月

・オランダで国内牛で初 ・連邦食料農林省が、独国
めて確認（３月） 内にいる英国産牛及びスイ

３月 ス産牛について、全て殺処
分に付することを決定

４月

・ＯＩＥが、肉骨粉の加
熱処理基準を設定（湿熱

）５月 ℃以上２０分３気圧133

（ ）・伝染性海綿状脳症 ＴＳＥ
のリスクのある原料の使用禁

（ 、 、止を決定 なお この決定は
結局施行されていない）

７月 ・１９９８年１月以降、
①ＥＵ域内で牛等の特定
危険部位（ＳＲＭ）のあ
らゆる用途での使用の禁
止
②ＥＵ域外からＥＵへの
食品、医薬品、化粧品等
を輸出する際には、使用
禁止物質を使用していな
い旨の証明書が必要
を決定
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年 主な出来事 英 国 Ｅ Ｕ 仏 独 スイス 米 国 豪 州

・大部分のほ乳動物由来のた
ん白質について、牛その他の

８月 反すう動物への給与を禁止

・ルクセンブルグ及びベ ・反すう動物由来の肉骨粉に
ルギーで国内牛で初めて ついて、反すう動物への給与

１０月 確認 を禁止

・消費者に渡る前に６ヶ月齢 ・生きた反すう動物と大部分
以上の牛から骨をとることに の反すう動物由来の製品につ
する（国産、輸入共に） いて、欧州からの輸入を禁止

１２月

１９９８ ・リヒテンシュタイン 国 ・めん羊・山羊の特定危険部 ・ＢＳＥに関する各国のステ ・牛、羊及び山羊の肉につい ・反すう動物の肉と加工品の ・全国ＴＳＥサーベイランス（
内牛）で初めて確認 位（ＳＲＭ）や頭部について ータス評価について、具体的 て、機械的に脊髄から取り除 輸入をＢＳＥ発生国だけでな プログラムの設立 ※

食用及び飼料としての販売・ な作業を開始 かれたものを食品製造に利用 く、検査体制の不十分な国か
１月 使用を禁止 又は食品として供することを らも規制

・北アイルランド産の牛肉の 禁止
輸出の禁止の解除を決定（輸
出の条件として、トーレサビ ・ゼラチン及び獣脂の生産に
リティの義務化） ついて、特定危険部位の使用

を禁止

・伝染性海綿状脳症 ＴＳＥ ・ＢＳＥを防止するために農（ ）
、の疫学的なサーベイランスを 務省の実施する措置について

規定 その分析・評価を行うため、
４月 ハーバード大学との協力を合

意

・以下の全ての牛について、
検査・登録

７月 ・感染動物がと殺される
直前に同居していたもの
・感染動物の生産及び飼
育農場のもの
・感染動物と一緒の農場
で出生し飼育されていた
ものが同じ群れに属する
もの

・脊柱、仙骨及び尾骨につい
て、食用としての使用を禁止
（１３３℃、２０分、３気圧
での加工処理したものについ
ては、反すう動物以外の動物
の餌として利用が可能）

・獣脂について、１３３℃、
２０分での処理を実施

・焼却が必要な全ての特定危
険部位について、着色を実施

１９９９ 英国以外のＥＵ諸国にお ・普及した能動的チェックの
１月 いて発生が急増 ＢＳＥ監視を導入
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年 主な出来事 英 国 Ｅ Ｕ 仏 独 スイス 米 国 豪 州

・反すう動物由来の肉骨粉を
反すう動物へ給与することを

６月 禁止していた措置を、さらに
特定のほ乳類動物由来の物質
を反すう動物へ給与すること
を禁止

・英国産の牛肉の輸出の解禁 ・感染動物が出生し飼育され
を決定（家畜飼料に、ほ乳類 た群れにおいて、感染動物の
の肉骨粉を禁止する措置（１ 出生前後１年以内に生まれた

７月 ９９６年８月）以降生まれた 全ての牛を焼却処分
英国の牛について、牛の生ま
れた日を基準に輸出する枠組 ・血粉について、反すう動物
み） への飼料としての給与を禁止

・死廃用牛（起立不能など）
１０月 のサーベイランスを拡大

２０００ ・デンマークで国内牛で ・生きた牛について、英国
２月 確認 からの輸入の禁止を解除

・ＢＳＥサーベイランス調
査プログラムの実施（２４

６月 ヶ月齢以上の牛について、
切迫死を含むその死亡を報
告することを義務付け、そ
れらを検査）

（ 、・ＳＲＭを除去・廃棄 食用
飼料用の禁止）

１０月

・ドイツ及びスペインで ・肉骨粉の使用禁止措置つ ・反すう動物用飼料にわずか
国内牛で確認 いて、人の食用に供される な肉骨粉の混入も許容不可

全ての動物の種類に拡大
１１月 ・フランスで発生が急

増（年後半）

・肉骨粉飼料について、給 ・種を問わずレンダリングの
餌を広く禁止 結果得られた動物たん白質及

び当該たん白質由来の製品に
・３０月齢以上の全てのと ついて、欧州からの輸入を禁

１２月 殺牛及び緊急的にと殺され 止
た全ての牛について、ＢＳ
Ｅ迅速テストを義務付け

・連邦厚生省が、背骨付近
の肉を使用したと思われる
ソーセージについて、リコ
ールを推奨
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２００１ ・イタリア（国内牛）で ・動物由来たん白質について ・食用に供される３０ヶ月 ・独食肉製品工業界が、自 ・肉粉、肉骨粉、獣脂のミー ・ＦＤＡ長官代行を議長とし ・保健行政省は、公衆衛生上、
全家畜への給与禁止 齢以上の正常牛について、 主的に背骨付近の肉の加工 ル、獣脂かす、飼料用骨粉、 て、海綿状脳症問題に関する の観点から、３０ヶ月齢以上

確認 （６月３０日まで） 全頭検査を実施 を自粛 血粉、反すう動物の残さから 各省庁運営委員会を設置（Ｆ のＥＵ諸国からの牛肉や牛肉
生産されるゼラチン、家きん ＤＡのほか 農務省通商代表 加工品の輸入を一時的に停止、 、

１月 のミール及び加水分解された 財務省等が参加）
フェザーミールについて、全
ての家畜用の飼料としての使
用を禁止

・家畜に給与される動物由来 ・２４ヶ月齢以上の全ての ・精製されていない脂につい
たん白質について、流通、貿 と殺牛について、ＢＳＥ迅 て、飼料として全ての家畜へ
易、第三国からの輸入及び第 速テストを義務付け の給与を禁止
三国への輸出を禁止

・食用に処理される３０ヶ月 ・くず肉とそれらから製造さ
齢を超える牛は全頭検査、農 れる中間生成物、特にミール
場内でまたは輸送中に死亡し と精製されていない脂につい、
食用にならない牛（以下「死 て、輸出入を禁止
廃用牛 ）は、一定数が無作」
為抽出・検査

・魚粉の反すう動物への給与
を禁止

・豚、家きん及び魚用の飼料
を魚粉から製造することにつ
いて、製造会社がその旨を当
局へ通知し、かつ、魚粉の配
合が記録されている場合に限
定

２月

・ ＢＳＥ対策法」を施行。「
飼料、レンダリング及び動
物伝染病関係法を一括して
改正し、ＢＳＥ対策を強化
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・オーストラリア及びＮＺの
農 業 資 源 管 理 評 議 会
（ ）は、反すう動ARMCANZ

３月 物の特定の種類の飼料に関す
る現行の禁止措置を強化及び
拡大し、それらの飼料の給与
の禁止を監査するための法的
措置を、州及び準州で導入す
ることに合意

・９６年７月以降に生まれ ・ヨーロッパ諸国からの牛肉
た牛 特定危険部位の除去 及び牛肉製品について、輸入（ 、
肉骨粉の使用禁止以降に生 を一時停止 ※
まれた牛で、安全だと信じ

４月 られていた）に初のＢＳＥ
発見

・３０ヶ月齢を超える死廃用
牛も全頭検査を決定

５月

・ＯＩＥ総会において、 ・動物由来たん白質の全家畜
ＯＩＥ基準により加盟国 への給与禁止措置を延長
のＢＳＥステータス評価

６月 行うことを採決 ・従来の３０ヶ月齢を超える
死廃用牛の全頭検査を２４ヶ

・チェコ（国内牛）で確 月齢に引き下げ
認

・新ＢＳＥ疫学サーベイラ
ンス計画の実施（ＢＳＥの

７月 研究を目的とした２４ヶ月
齢以上の危険牛の検査）

・健康牛の検査実施年齢を
３０ヶ月から２４ヶ月に変
更
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・日本で初めて確認

９月

・スロヴァキアで初めて
確認

１０月
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・スロヴェニアで初めて
確認

１１月
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注）１ 表中の※印の事項については、措置月が不明であることを表している。
２ 出典については、以下のとおり。
・英国については、英国政府刊行物センター（HMSO)のインターネットサイト(www.hmso.gov.uk)から入手した関係法令、英国政府発行「 、英国環境・食糧・農村地域省のインターネット(www.defra.gov.uk)A Progress Report」
から入手した「BSE 」(＊)、英国政府 bse inguiryのインターネットサイト(www.bseinguiry.gov.uk)から入手した「 」Progress Report TheBSEInguiry:TheReport
・ＥＵについては、ＥＵのインターネットサイト(http://europa.eu.int)から入手したＥＵ規則、上記＊と同じ

、 、 、 （ ）、 ） 、・米国については 関係法令 官報 米国政府のインターネットサイト(農務省 www.aphis.usda.gov,www.fas.usda.gov 食品医薬品庁(www.fda.gov.) から入手した"USDAactiontopreventBovineSpongiformEncephalopathy"
"FDABACKGROUND" "OfficeofRegulatoryAffairs" FIARSImportAlerts、 の

"keydatesinthehistory"・豪州については、豪州農林水産省のインターネットサイト（www.affa.gov.au)から入手した
Minist redeAguricultureetdelaPêche "Evolutiondelaréglementationfrançaiseetcommunautairedepuis1990"・仏については、仏農業漁業省（ )のインターネットサイト(www.agriculture.gouv.fr)のEsb-infoの項目から入手したè

Officevétérinairefédéral "Chronologiedes mesures" "10JahreBSEinderSchweiz"・スイスについては、スイス連邦経済省獣医局( )のインターネットサイト(www.bvet.admin.ch)のESBの項目から入手した 、
・独については、連邦消費者保護・食糧・農業省のインターネットサイト(www.verbraucherministerium.de)の Eのリンクサイト中の のBSEの項目から入手したinformationen zuBS FachinformationenvonTieraertzenfuerTieraerzte
" "Massnahmen
なお、これらの情報については、当該国の官報等によりその内容を確認していないものもあるため、今後修正することがあり得る。


